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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

【原則２－１】

　当社は、当社グループの【Mission】【Vision】【Values】に基づき、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図っていくためには、実効的
なコーポレートガバナンスの実現が重要であると考えております。

【Mission】

新しい幸せを、わかすこと。

【Vision】

「なくてはならない」を、届けつづけるために。

「なくてはならない」を、新しくつくるために。

【Values】

すべては挑戦から始まる。

　当社は、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つであると認識し、株主をはじめ従業員、ビジネスパートナー、お客さま、社会
等のステークホルダーに対する事業活動を通じ企業価値向上を目指しております。経営環境の変化に対応し、企業価値を継続的に向上させるた
めにも、経営の健全性および透明性を高めるとともに意思決定の迅速化および経営判断の最適化を図るべく、体制を整備し、諸施策を適宜実行
していくことが必要と考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

＜政策保有に関する方針＞

　当社は、相手方と業務上または取引上良好な関係を構築し、事業機会の創出や事業の円滑な推進を図ることにより当社の中長期的な企業価
値向上に資すると判断される場合に株式を保有します。

　当社の株式を政策保有株式として保有している会社とは、会社や株主共同の利益を害することのないよう、経済的合理性を十分に検証した上で
取引を行います。また、当社の株式を政策保有株式として保有している会社から当社株式の売却等の意向が示された場合には、その売却等を妨
げません。

＜保有の適否に関する検証内容＞

　毎年、取締役会において、株式保有の合理性を確認し、保有継続の可否を判断します。その結果、保有意義が薄れていると判断した銘柄につ
いては保有株式の縮減を進めます。なお、当社の政策保有株式の銘柄ごとの株式数や保有状況および削減の状況等については、有価証券報告
書で開示します。

＜具体的な議決権行使基準＞

　当社および発行会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するものであるかを勘案し、議決権を行使します。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

＜関連当事者間の取引を行う場合の手続＞

　当社は、関連当事者を取締役、主要株主ならびに会社と関係の深い個人および法人と定義し、当社と関連当事者との取引について発生の都
度、財務部門および法務部門の事前合議を行い、当社の利益を害する可能性のある取引については取締役会での審議および承認を行います。

【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】

＜多様性の確保についての考え方＞

　当社は、事業環境の激しい変化に対応し、当社グループのミッションである「新しい幸せを、わかすこと。」を実現するためには、年齢・性別・国
籍・職歴等について多様な人材を確保し、個人が互いに認め合い刺激を与えあうことで新たな価値を創造することが必要であると考えております。



＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標＞

　当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、女性が管理職として活躍できる機会と環境を整備するための行動計画
として、「2026年3月31日までに、管理職に占める女性割合を4.5％以上」とする目標を設定しております。

　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく 一般事業主行動計画」

　　https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/202103251616451725671_1.pdf

　また当社は、外国人・中途採用者の従業員に対し、本人がそれらの属性であることを理由として、管理職への登用等に関して不利な条件を設定
することはありません。管理職への登用については国籍や新卒・中途の区別等を問わず、サクセッションプランをベースとした「NEXT人材」の選抜
等も含め、人材育成の観点で実施しております。したがって、外国人・中途採用者の管理職への登用につきましては、その比率や人数等の「自主
的かつ測定可能な目標」は設定しておりません。

＜多様性の確保の状況＞

　女性・外国人・中途採用者の管理職への登用状況につきましては、当社ホームページの「ESGデータブック（社会）」にて開示しております。

　「ESGデータブック（社会）」

　　https://www.noritz.co.jp/company/csr/pdf/esg_data_society.pdf

＜多様性確保に向けた人材育成方針とその実施状況＞

　当社は、キャリア開発・能力開発に関する多様なニーズに対応し、従業員が自らの成果について組織への貢献とのつながりを実感できるよう、
個人の自発的な成長に向けた各種支援等を実施します。

　この方針に基づき、これまでに次のような取組みを実施しております。

　・資格取得支援制度

　・自己啓発支援（教育制度・福利厚生制度）

　・若手の人材抜擢

　・職務職責型要素を取り入れた人事制度の導入

＜多様性確保に向けた職場環境整備方針とその実施状況＞

　当社は、働き方に関する多様なニーズに対応し、従業員が公私ともに充実した生活を送ることにより、高いモチベーションを保つことができるよ
う、多様な働き方を可能とする各種制度等を整備します。

　この方針に基づき、これまでに次のような取組みを実施しております。

　・フレックスタイム制度

　・リフレッシュ休暇制度

　・時間単位年休制度

　・テレワークの導入・推進

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

＜企業年金の運営を支える人事面・運営面における取組＞

　当社では、ノーリツ企業年金基金において、企業年金の積立金の運用を行っております。企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産
形成に加え、当社の財政状態にも影響を与える場合があることを踏まえ、資産運用に適切な資質を持った人材をノーリツ企業年金基金に配置す
るとともに、企業年金基金の会議体として資産運用委員会を設置しております。

　企業年金の運用に関しては、受益者の利益の最大化および利益相反取引の適切な管理を目的に、資産運用委員会での意見を踏まえ、企業年
金基金の代議員会でその方針を決定しております。

【原則３－１　情報開示の充実】

＜経営理念、経営計画等＞【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

　当社は、当社グループのミッションを「新しい幸せを、わかすこと。」と定めております。また、このミッションのために策定した2024年から2026年ま
での中期経営計画「Vプラン26」において、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた計画等を定めております。「Vプラン26」の詳細につき
ましては、2024年2月14日公表の決算説明資料をご参照ください。

「2023年12月期　通期　決算説明資料」

　　https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_library/assets_document/pdf_kes2024_0214reporty50.pdf.pdf

＜コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針＞

　本報告書Ⅰの１．「基本的な考え方」をご参照ください。

＜経営陣幹部等の報酬を決定するに当たっての方針と手続＞

　各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、株主総会の決議によって決定した上限額の範囲内で、取締役会の決議によって各取
締役の地位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき決定します。各役員の報酬額については、事前に報酬諮問委員会において各役員の評価結
果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を確保し
た上で、譲渡制限付株式報酬（社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締役を対象とする。）も含め、取締役会の決議により決定し
ます。

　なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書Ⅱの１．【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方
法の決定方針の開示内容」に記載しております。

＜経営陣幹部の選解任と取締役等の候補の指名を行うに当たっての方針と手続＞…【原則４－３、補充原則４－３①、４－３②】

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選定については、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、当社取締役会の人数規
模を考慮した上で可能な限りの多様性を確保することを念頭に置きつつ、以下の選定基準を踏まえた評価、および指名諮問委員会における当該
評価結果の審議を行った上で、取締役会において決定します。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選定基準

【人物像】

サクセッションプランに定める人材要件を満たし、自社の社会的使命を踏まえ、取締役としての責務を果たすための必要な能力を発揮し、経営・事
業を適切に方向付ける人物。

【４つの人材要件】



・倫理観：社会的責任、ブランドの観点で持続・革新発想を持つ。

・対話力：変革の意味・意義を語り合い、全社一丸に貢献する。

・構想力：経営的な視野での実行条件を率先して整える。

・突破力：適切な方向への抵抗要因を打破し全社を前進させる。

＜個々の選解任・指名についての説明＞

　取締役の個々の選任理由等につきましては、株主総会招集通知に記載しておりますのでご参照ください。

　「第73回定時株主総会招集ご通知」

　　https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_event/73_invite.pdf

【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組み】、【補充原則４－２②】

＜自社のサステナビリティについての取組み＞

　当社グループは、70年超の歴史の中で、時代の進化に合わせ、安全・安心、豊かで快適な暮しを提供し続けてまいりました。これからも選ばれつ
づける企業として、2030年に向けた「社会・環境ビジョン2030」を制定し、「ESG」（環境・社会・ガバナンス）に当社グループが最重視する「Q」（品質）
を加えた「Q+ESG」を、すべての事業活動の基盤としております。また持続可能な開発目標SDGｓの中でも、事業活動と特に関わりの深い「技術革
新の基盤づくり（No.9）」、「つくる責任/つかう責任（No.12）」、「気候変動対策（No.13）」、「パートナーシップ（No.17）」の４つのゴールを重視し、新た
な価値の提供を目指します。その詳細につきましては、当社ホームページの「サステナビリティ」 をご参照ください。

　「サステナビリティ」

　　https://www.noritz.co.jp/company/csr/

＜人的資本への投資＞

　当社は、中期経営計画「Vプラン26」において、従業員一人ひとりが挑戦し、その結果としてやりがいを向上させ、また新たな挑戦をするという好
循環を生み出す企業風土を目指します。そのために、サクセッションプランと人材育成プランを組み合わせ、タレントマネジメントと組織開発（イン
ナーブランディング）を実施してまいります。タレントマネジメントについては役割要件の等級に沿って後継者指名と次の人材選抜を一気通貫して
運用し、ジョブ型人事制度導入、キャリアの自立支援、抜擢とポストオフを連動させた意図的な異動を行うことで個人・組織の活性化を図ってまいり
ます。

　また、エンゲージメントサーベイを導入し、組織・職場の状況をタイムリーに可視化するとともに、上司との１on１コミュニケーションを通じて期待さ
れるパフォーマンスのすり合わせを実施する等により、従業員の自発的な改善を促すことで、個人・チームとしての成果を最大化するためのチー
ム運営を行っております。

　従前からのフルフレックスタイム制の活用に加えて、コロナ禍を機に本格導入したテレワークも定着させるなど、従業員それぞれのライフスタイル
や価値観を尊重する企業風土の醸成を進め、当社の価値創造の重要な要素である人的資本への投資を実施してまいります。

＜知的財産への投資＞

　当社は、製造業として研究開発、生産、販売における独自の知的財産を有しており、それぞれ、中期経営計画に基づいた投資を行っておりま
す。給湯機器は高度な燃焼制御技術、熱交換技術、流体制御技術などの摺り合わせが製品のアーキテクチャとなっており、燃焼機器ゆえに安全
性を担保した様々な規制に沿った研究開発を行っております。また、適切な売上高研究開発費率、研究開発に携わる人員構成を維持し、培われ
た技術を2050年のカーボンニュートラル実現に加え、機能部品のモジュール化を推進しております。そのため重点技術の知的財産権の確保や大
学との共同研究も実施し、知的財産戦略を事業戦略、研究開発戦略と連携させた取り組みを行っております。

　なお、当社の先行技術開発に関する活動内容につきましては、第73期有価証券報告書の第一部【企業情報】第２【事業の状況】５【研究開発活
動】をご参照ください。

【補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲】

＜経営陣に対する委任の範囲の概要＞

　当社は、取締役会規程および職務権限規程を整備し、取締役会の権限および取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する権限の委任
の範囲を明確にしております。また、取締役会の機能として、業務執行の監督を重視しております。会社の業務執行の意思決定機関としては、法
令および定款の定めに基づく事項、経営の基本方針および業務執行上の重要事項についてのみ、取締役会で審議・決定するものとし、それ以外
の事項につきましては、職務権限規程で定める各業務の決裁権者に、その業務執行を委任しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

＜独立社外取締役の独立性判断基準＞

　当社は、社外役員および社外役員候補者について当社からの独立性を確保・確認するための判断基準として、「独立社外役員選定基準」を制定
しております。その内容につきましては、本報告書Ⅱの１．（５）独立役員関係「その他独立役員に関する事項」をご参照ください。

【補充原則４－１０①　指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】

＜指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成＞

　当社は、代表取締役および取締役の指名・報酬にかかる客観性・説明責任を強化するため、独立した任意の委員会として「指名諮問委員会」お
よび「報酬諮問委員会」を設置しております。本報告書提出時点における各諮問委員会の構成は、委員総数４名中、独立社外取締役が３名、社内
取締役が１名であります。

（指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員）

　委員長　 尾上　広和　 （独立社外取締役）

　委員　　　正木　靖子　 （独立社外取締役　監査等委員）

　委員　　　谷　　 保廣　 （独立社外取締役　監査等委員）

　委員　　　腹巻　　知　　（社内取締役）

＜各諮問委員会の独立性に関する考え方＞

　当社は、各諮問委員会の構成について、４名中３名を独立社外取締役とすることにより、委員会全体としての取締役会からの独立性・客観性を
確保しております。また、各諮問委員会には、選任と報酬の妥当性およびプロセスを客観的に確認するため、常勤監査等委員がオブザーバーとし



て参加しております。

　なお、各諮問委員会の活動状況につきましては、本報告書Ⅱの１．（４）任意の委員会　ロ．補足事項に記載しております。

【補充原則４－１１①　取締役会の多様性に関する考え方等】

＜取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方＞

　当社は、中期経営計画をはじめとする中長期の経営戦略を立案し、達成するためには、取締役会の実効性を確保し、事業戦略を推し進めなが
らも財務・非財務戦略の実行を促進、監督する必要があると考えております。そのため、当社取締役会を構成する取締役の選任については、個々
の知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、当社取締役会の適正人数を踏まえた上で可能な限り多様性を確保することを基本方針としてお
ります。

＜取締役の有するスキルの組み合わせ＞

　本報告書提出日時点における当社取締役のスキルの組み合わせ（スキル・マトリックス）は、本報告書の別紙３（参考資料）【取締役のスキル・マ
トリックス】に記載しております。

【補充原則４－１１②　取締役の兼任状況】

＜取締役の兼任状況＞

　取締役の他の会社等との兼任状況につきましては、株主総会招集通知に記載しておりますのでご参照ください。

　「第73回定時株主総会招集ご通知」

　　https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_event/73_invite.pdf

【補充原則４－１１③　取締役会の実効性評価】

＜取締役会の実効性評価の概要＞

　当社が2023年度に実施した実効性評価の概要につきましては、2023年12月12日付適時開示をご参照ください。

「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について」

　　https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70667/befca830/506f/4805/a130/65aeb8a65da7/140120231211501370.pdf

【補充原則４－１４②　取締役に対するトレーニングの方針】

＜取締役に対するトレーニングの方針＞

　当社は、取締役に求められる役割および責務を十分に果たすための必要な知識を習得するため、取締役就任時および就任後において、新任役
員研修や継続的に適切な研鑽を図る体制を整備します。また、社外取締役に対しては、就任後の支援の一環として関係部門による当社の事業、
財務、組織等に関する説明を実施するだけでなく、各会議体への出席により、これらの情報を更新する機会を提供します。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

＜株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針＞

　当社は、株主との建設的な対話を実現するために株主構造の把握に努めるとともに、「株主との建設的な対話に関する方針」を策定し、開示して
おります。

　「株主との建設的な対話に関する方針」

　　https://www.noritz.co.jp/company/ir/vision/20160318.html

なお、本欄において開示の対象としている原則も含め、コーポレートガバナンス・コードの全原則に対する実施状況を、別紙４（参考）【コーポレート
ガバナンス・コード対応状況表】として本報告書末尾に添付しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,879,000 10.58

第一生命保険株式会社 2,303,100 4.99

ノーリツ取引先持株会 2,297,509 4.98

株式会社三井住友銀行 1,739,695 3.77

ノーリツ得意先持株会 1,612,100 3.49

株式会社長府製作所 1,520,000 3.30

ノーリツ従業員持株会 1,291,815 2.80

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,174,300 2.55

日本電気硝子株式会社 1,119,300 2.43

ＴＯＴＯ株式会社株式会社 1,100,300 2.39

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 12 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

尾上広和 他の会社の出身者

正木靖子 弁護士

谷保廣 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

尾上広和 　 ○ ―――

同氏は、製造業およびグローバルに事業を展
開する企業の経営者として豊富な経験と幅広
い見識を有しており、かつ当社の独立社外役
員選定基準を満たしております。また、2021年
３月より当社社外取締役に就任し、当社の業務
執行に対し独立した立場から監督および助言
を行うという役割を果たしていただいておりま
す。今後も、デジタル・トランスフォーメーション
やガバナンスの観点も含め、独立した立場から
上記の役割を果たし、取締役として経営の意思
決定に参画していただくことが、当社の中長期
的な企業価値向上に資するものであると判断し
ております。

なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立
性基準を満たし、一般株主との利益相反が生
じるおそれはないため、独立役員として適任で
あると判断しております。

正木靖子 ○ ○ ―――

同氏は、弁護士としての幅広い業務経験およ
び法律に関する専門的知見、ならびに法科大
学院教授および会社役員を歴任してきたことに
よる豊富な経験を有しており、かつ当社の独立
社外役員選定基準を満たしております。また、2
019年３月より当社の監査等委員である社外取
締役に就任し、当社の業務執行に対し独立し
た立場から監査を実施する等の役割を果たし
ていただいております。今後も、法務を中心とし
て多様な人材開発やガバナンスの観点も含
め、独立した立場から上記の役割を果たし、経
営の意思決定に参画していただくことが、当社
の中長期的な企業価値向上に資するものであ
ると判断しております。

なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立
性基準を満たし、一般株主との利益相反が生
じるおそれはないため、独立役員として適任で
あると判断しております。

谷保廣 ○ ○ ―――

同氏は、公認会計士および税理士としての専
門的知見、ならびに米国テキサス大学にてＭＢ
Ａの取得および北京中央財経大学院の客員教
授就任といったグローバル経営に関する豊富
な見識を有しており、かつ当社の独立社外役
員選定基準を満たしております。また、2021年
３月より当社の監査等委員である取締役に就
任し、当社の業務執行に対し独立した立場から
監査を実施する等の役割を果たしていただい
ております。今後も、財務・会計を中心としてグ
ローバルやガバナンスの観点も含め、独立した
立場から上記の役割を果たし、経営の意思決
定に参画していただくことが、当社の中長期的
な企業価値向上に資するものであると判断して
おります。

なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立
性基準を満たし、一般株主との利益相反が生
じるおそれはないため、独立役員として適任で
あると判断しております。



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

・監査等委員会は、「監査等委員会規程」および「監査等委員会監査等基準」に基づき、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
からの独立性に関する体制について協議し、当該体制を整備するよう取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して要請します。

・当該使用人への指示・命令・評価は監査等委員会が行います。

・当該使用人は、監査等委員会の職務補助を専任として行います。ただし、監査等委員会の同意を得て兼任させることができるものとしておりま
す。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

【補充原則４－１３③】

　監査等委員会、会計監査人および監査部は、年間監査計画や監査報告等の定期的な会合や監査への立会を含め、必要に応じて随時情報の
交換を行うことで相互の連携を強化し、いわゆる三様監査（監査等委員会監査、内部監査および会計監査）の実効性を高め、かつ全体としての監
査の質的向上を図っております。

　また、監査の信頼性・実効性を確保するため、デュアルレポーティングラインを構築しており、監査部は代表取締役社長および監査等委員会が
必要と認めて行った指示を受け、内部監査を実施し、監査結果について代表取締役社長のみならず、監査等委員会および取締役会に対しても直
接報告を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 4 0 1 3 0 0
社外取
締役

補足説明

【原則４－１０】

　当社は、任意の諮問機関として指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。

　2023年１月から12月までの１年間における各諮問委員会の活動状況は次のとおりです。

　なお、2023年の各委員会の構成は、同年３月30日開催の取締役会終結の時までは６名（社外有識者２名、独立社外取締役３名、社内取締役１
名）、同終結の時以降は４名（独立社外取締役３名、社内取締役１名）でありました。

＜指名諮問委員会の活動状況＞



開催回数：12回

（各委員の出席状況）

尾上　広和　　　12回／12回

正木　靖子　　　12回／12回

谷　保廣　　　　 12回／12回

腹巻　　知　　　　８回／ ９回（３月30日就任）

高橋　秀明　　　 １回／ ３回（３月30日退任）

永原　憲章　　　 ３回／ ３回（３月30日退任）

竹中　昌之　　　 ３回／ ３回（３月30日退任）

（主な審議事項等の概要）

・次期中期経営計画における経営体制の検討

・サクセッションプランの検討

・取締役・執行役員昇格の選考および取締役会への答申

＜報酬諮問委員会の活動状況＞

開催回数：12回

尾上　広和　　　12回／12回

正木　靖子　　　12回／12回

谷　保廣　　　　 12回／12回

腹巻　　知　　　　８回／ ９回（３月30日就任）

高橋　秀明　　　 １回／ ３回（３月30日退任）

永原　憲章　　　 ３回／ ３回（３月30日退任）

竹中　昌之　　　 ３回／ ３回（３月30日退任）

（主な審議事項等の概要）

・中期インセンティブ制度設計

・執行役員・子会社社長への譲渡制限付株式報酬の導入検討

・役員評価のプロセス妥当性審議

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

当社は、社外取締役３名全員を独立役員として指定しております。

＜独立社外取締役の役割・責務＞…【原則４－７】

　独立社外取締役は、専門的知見をもって、取締役会の意思決定を通じ、持続的な成長および中長期的な企業価値向上の観点から、経営方針、
経営改善、当社と関連当事者との利益相反、その他経営の妥当性一切についての助言、監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役
会に適切に反映させます。

＜独立社外取締役の有効な活用＞…【原則４－８、補充原則４－８①】

　当社は、独立社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献できるよう、定時取締役会前に開催される監査等委員会に独立社外取締役
全員が出席する体制を整備し、情報交換、認識共有を図っております。

＜独立社外役員選定基準＞…【原則４－９】

　当社は、独立社外役員の選定にあたり、次のとおり「独立社外役員選定基準」を定めております。

「独立社外役員選定基準」

　当社は、当社の社外役員および社外役員候補者が当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断される場合に、当該社外役員また
は当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断します。当社の一般株主と利益相反の生じるおそれがないとは、次の各項目
の要件の全てに当てはまらないと判断される場合をいいます。

１．当社および関係会社との関係

(１)当社および関係会社（以下まとめて「ノーリツグループ」という。）の現在の業務執行取締役または執行役員、支配人その他の使用人（以下ま

とめて「業務執行取締役等」という。）である者

(２)独立社外役員就任前の10年間において、ノーリツグループの業務執行取締役等であった者。但し、その就任前の10年間のいずれかの時に

おいて当社の業務執行取締役でない取締役（以下「非業務執行取締役」という。）、監査役または会計監査人であったことがある者にあって

は、それらの役職への就任前の10年間において、当社の業務執行取締役等であった者

２．株主との関係

(１)当社の現在の議決権所有割合10％以上の株主（以下「主要株主」という。）、または主要株主が法人である場合には、当該主要株主またはそ
の親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人である者

(２)直近５年間において、当社の現在の主要株主またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、理事、執



行役員または支配人その他の使用人であった者

３．経済的利害関係

(１)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

(２)ノーリツグループから直近３事業年度の平均で1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄付または
助成を受けている組織、その他の業務執行者

(３)ノーリツグループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執
行役員またはその支配人その他の使用人であった者

４．取引先企業および得意先企業との関係

(１)ノーリツグループから直近４事業年度のいずれかにおいて、年間連結総売上高の２％以上の支払を受けた者、またはその親会社もしくは子会
社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

(２)ノーリツグループに対し、直近４事業年度のいずれかにおいて、当社の年間連結総売上高の２％以上の支払を行った者、またはその親会社も
しくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者

５．債権者との関係

(１)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他大口債権者（以下「大口債権者等」という。）、
またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者

(２)直近３年間において大口債権者等、またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計監査人、会計参与、執行役、執行役員または支
配人その他の使用人であった者

６．専門的サービス提供者との関係

(１)ノーリツグループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員である者

(２)直近３年間において、ノーリツグループの会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員であって、ノーリツグ
ループの監査業務を担当していた者

(３)上記(１)または(２)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、役員報酬以外に、ノーリツグループから、直
近３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

(４)上記(１)または(２)に該当しない弁護士法人、法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティングファームその他の専門的アドバイザ
リー・ファームであって、ノーリツグループから直近３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている者の社員、パー
トナー、アソシエイトまたは従業員である者

７．在任期間

当社において現在独立社外役員の取締役の地位にあり、かつその通算の在任期間が８年を超える者

８．近親者

上記１．ないし７．までの各号に定めた者の配偶者または三親等内の親族もしくは同居の親族

９．その他

上記１．ないし８．までの各号に該当しない場合でも、その他の事由で恒常的に実質的な利益相反関係が生じるおそれのある者

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

＜業績連動型報酬制度＞

　当社は、業績連動型報酬として年次現金賞与を設定しております。その額については、企業価値の向上に対する貢献意識を高めることを目的
に、経済情勢や当社事業環境等を踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益の１％を上限として、業績に応じて支給額の総額を決定しておりま
す。個別の支給額については、役位別に定められた比率に応じて決定しております。

＜譲渡制限付株式報酬制度＞

　当社は、2021年３月30日開催の第71回定時株主総会において、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値
向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、社内取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入するこ
とを決議しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　当社では、取締役の報酬等について、その種類別の総額を開示しております。

第73期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）の取締役の報酬等は、株主総会招集通知に記載しておりますのでご参照ください。

　「第73回定時株主総会招集ご通知」

　　https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_event/73_invite.pdf

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【原則４－２①】

　当社は、2021年１月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。当該取締役会の
決議に関しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

　当社の代表取締役および業務執行取締役の報酬は、基本報酬（月例報酬）、業績連動型年次現金賞与および株式報酬の３つで構成されており
ます。なお、社外取締役については、その職務に鑑み固定の基本報酬（月例報酬）のみを支給しております。

　基本報酬については、役位、職責および在任年数に応じて、基準となる額を設けております。取締役会が、報酬諮問委員会の審議結果に基づ
き、当該事業年度の各取締役の個人業績評価を行い、その結果を反映して、個人別支給額を決定しております。

　業績連動報酬である年次現金賞与の額については、企業価値および業績の向上に対する貢献意識を高めることを目的に、経済情勢や当社の
事業環境等を踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益の１％を上限として、業績に応じて支給額の総額を決定しております。個別の支給額に
ついては、役位別に定められた比率に応じて決定しております。

　株式報酬については、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため、一定の譲
渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（譲渡制限付株式）として割り当てております。

　上記各報酬の構成割合について、現行の報酬制度においては、業績連動型年次現金賞与の割合を一定の水準には固定せず、当社の業績が
拡大するにつれて取締役の総報酬に占める業績連動型賞与の割合が高くなる設計としております。当社と同程度の事業規模や関連する業種・業
態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を参考に、最終的に取締役会でその比率を決定します。株式報酬については、支給額を基本報酬
の20％に設定しております。

　報酬の付与時期について、基本報酬は、毎月25日に支給いたします。業績連動型年次現金賞与は、事業年度終了後の当該事業年度にかかる
決算取締役会で決定し、定時株主総会翌日に支給いたします。株式報酬は、定時株主総会後に開催される取締役会で決定し、毎年４月に支給い
たします。

　各取締役の報酬内容の決定方法については、事前に報酬諮問委員会において各取締役の評価結果を踏まえた審議、および外部機関の調査に
よる同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を確保した上で、取締役会の決議により決定しており
ます。

【社外取締役のサポート体制】

【補充原則４－８②】

・社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）

　取締役会の事務局を担当する経営企画部のスタッフがサポートを行う体制を整備しております。

・監査等委員である社外取締役

　監査等委員会の事務局を担当する監査等委員会室のスタッフがサポートを行う体制を整備しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【コーポレートガバナンス体制の概要】

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方で、コーポレートガバナンスの実効性を
確保するため、独立役員の社外取締役を３名選任するとともに、監査等委員である取締役による適正な監査および監督を行うことができる経営体
制を整備しております。

　また、重要な意思決定に関する事項については、取締役会に付議または報告することを取締役会規程および職務権限規程に定めております。



【取締役会および取締役】…【原則４－１】【原則４－５】【原則４－６】

　当社の取締役会は、６名の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および３名の監査等委員である取締役で構成し、毎月開催される定時取
締役会や必要に応じて開催される臨時取締役会において、業務執行の監督および重要な業務執行の意思決定を行っております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち１名を業務執行に携わらない社外取締役とし、経営の監督の実効性を確保し、監査等委員会と
ともに取締役会を通じて取締役の監督、会社業績の評価について慎重な審議を行っております。

＜中期経営計画の実現に向けた最善の努力＞…【原則４－１②】

　取締役会および取締役は、短期的な利益に捉われず、ステークホルダー全体の利益となる中長期的な企業価値の向上を株主からの受託者責
任と考え、行動しております。そのため、中期経営計画の実現に向けて戦略および課題に関する意思決定を行うなど、最善の努力を行っておりま
す。また、中期経営計画が目標未達に終わった場合でも、要因等の分析および審議を十分に行い、ＩＲ活動によって株主への説明を行うとともに、
次期以降の戦略、課題に反映させております。

＜後継者計画＞…【原則４－１③】

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選定については、サクセッションプランに基づいたガイドラインを策定することで、選定プロセ
スを確立しております。具体的には、以下の選定基準を踏まえた評価、および指名諮問委員会における当該評価結果の審議を行った上で、取締
役会において決定しております。

「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選定基準」

（人物像）

サクセッションプランに定める人材要件を満たし、自社の社会的使命を踏まえ、取締役としての責務を果たすための必要な能力を発揮し、経営・事
業を適切に方向付ける人物。

（４つの人材要件）

　・倫理観：社会的責任、ブランドの観点で持続・革新発想を持つ。

　・対話力：変革の意味・意義を語り合い、全社一丸に貢献する。

　・構想力：経営的な視野での実行条件を率先して整える。

　・突破力：適切な方向への抵抗要因を打破し全社を前進させる。

＜取締役の解任手続＞…【補充原則４－３③】

　取締役の解任提案にあたっては、次の解任基準に基づき、指名諮問委員会における審議を経た上で、取締役会にて決定します。

（取締役の解任基準）

　・公序良俗に反する行為を行った場合

　・健康その他の事情により、職務を継続することが困難となった場合

　・善管注意義務・忠実義務に反する行為等によって、著しく企業価値を毀損させた場合

　・当社の取締役候補者選定基準を満たさないと認められた場合

＜取締役会における審議の活性化＞…【原則４－１２、補充原則４－１２①】

　当社は、取締役会の審議の活性化のために、その運営方法を次のとおり定めております。

①取締役会資料を原則として取締役会開催日の４日前までに配付しております。

②担当役員または担当幹部が審議事項の説明および報告を直接行っております。また、取締役会資料以外の資料についても、取締役に対し、

　必要に応じて整理・分析された形で提供しております。

③取締役会の年間スケジュールを取締役が出席可能な日程で前年度中に決定し、取締役および事務局で共有しております。審議事項に

　ついても、予め事務局から取締役に連絡しております。

④定例の取締役会を原則として毎月開催することで、慎重な審議の機会と十分な審議時間を確保しております。

＜取締役による情報入手とその支援体制＞…【原則４－１３、補充原則４－１３①、４－１３②】

　取締役は、次のとおり能動的な情報収集を行っており、また、当社はその支援をしております。

①各部門で行われる会議体への出席、ヒアリングを能動的に行っております。

②取締役会での審議において、必要に応じて追加報告を求めるなど、情報入手を積極的に行っております。

③経営企画部門等が取締役を、監査等委員会の職務を補助すべき使用人が監査等委員会をそれぞれ支援する体制を構築しております。

④取締役会および監査等委員会において、取締役が求める情報の円滑な提供が確保されているかを確認しております。

⑤株主からの受託者責任を全うするために、必要に応じて外部専門家から助言を得ております。

⑥必要に応じて内部監査または内部統制の担当部門との連携をとり、情報の入手を行っております。

【監査等委員会】…【原則４－４、補充原則４－４①】【原則４－５】

　監査等委員会は、監査等委員である社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役で構成し、毎月開催される定時監査等委員会で、取
締役会に上程される議案を事前に審議しております。

　監査等委員である取締役は、業務執行の監査および監督に留まらず、株主からの受託者責任と考える中長期的な企業価値向上を図るために、
独立した客観的な立場から、取締役会において能動的かつ積極的に意見を述べております。

　当社の監査等委員会は、その過半数を占める監査等委員である社外取締役２名による強固な独立性を有し、また、常勤監査等委員である社内
取締役は、取締役会以外にも経営会議等の重要な会議体への出席、拠点の往査、部門面談等による高度な情報収集体制を確保しております。

なお、2022年度における監査等委員会の活動状況につきましては、第73期有価証券報告書の第一部【企業情報】第４【提出会社の状況】４【コー
ポレート・ガバナンスの状況等】（３）【監査の状況】①監査等委員会監査の状況 b.監査等委員会の活動状況をご参照ください。

【外部会計監査人】…【原則３－２、補充原則３－２①、３－２②】

　当社は、外部会計監査人による適正な監査確保のための体制を以下のとおり構築しております。

①監査等委員会において、適切な外部会計監査人の選定および評価基準を策定し、外部会計監査人が当社の監査を実効的に行うための

　独立性および専門性についての確認方法および手順の確立を行っております。



②外部会計監査人が適正かつ実効的な監査を行うために必要かつ十分な監査時間を確保しております。

③代表取締役および全社管理部門を統括する取締役は、外部会計監査人との定期的な面談を実施しております。

④外部会計監査人が必要に応じて社外取締役および内部監査部門と面談することができる体制を構築し、監査に必要な部門との連携を

　確保しております。

⑤外部会計監査人が不正を発見した場合や不備または問題点を指摘した場合について、関連部門が対応する等の体制を構築しております。

【指名諮問委員会・報酬諮問委員会】

　当社は、任意の諮問機関として指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しております。

各委員会の構成および活動状況等につきましては、本報告書Ⅱの１．（４）任意の委員会に記載しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。

　取締役会につきましては、独立役員である３名の社外取締役を選任することで、取締役会の社外取締役比率を３分の１としております。これによ
り、取締役会の独立性を確保し、経営判断の合理性を確保するとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映しております。また、
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）においては、取締役会における議論に積極的に貢献するために、定時取締役会前に開催される監
査等委員会に出席し、取締役会議案の事前検討および情報交換を行っております。また、任意の諮問機関として、社外取締役３名および社内取
締役１名の計４名で構成する指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図っております。

　監査等委員会につきましては、３名の監査等委員である取締役を選任することで、独立した立場から業務執行の監査および監督を行ってまいり
ます。また、常勤監査等委員である取締役は、一部関係会社の監査役を兼務することなどによって、グループ全体の経営も監視することができる
体制となっております。加えて、監査等委員会には監査部および総務法務部が出席し、監査部は随時内部監査状況の報告を、総務法務部は適宜
社内で発生した報告すべき事象の報告をそれぞれ行っております。

　会計監査については、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の財務諸表監査を受けております。監査等委員会は、会計監査人か

らの監査計画の概要、監査重点項目の報告を受け、監査等委員会からも会計監査人に対して監査等委員会の監査計画を説明いたします。会計
監査人の監査結果については、定期的に報告を受け、情報交換および意見交換を行い連携を図ります。また、必要に応じて監査等委員である取
締役が会計監査人の監査に立ち会う等、会計監査人から適宜、監査に関する報告を受けることができる体制を整備しております。

以上により、当社におけるコーポレートガバナンスの実効性が確保できると判断し、現体制を選択しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
【補充原則１－２②】

株主が議案を十分に検討できるよう、株主総会開催日の３週間前に招集通知を発送して
おります。

電磁的方法による議決権の行使
パソコンおよびスマートフォンを用いたインターネットによる議決権行使制度を採用してお
ります。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

【補充原則１－２④】

株式会社ＩＣＪが運用する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加してお
ります。

招集通知（要約）の英文での提供
【補充原則１－２④】【補充原則３－１②】

東京証券取引所のサイトおよび議決権電子行使プラットフォームのサイトに招集通知（要
約）の英文を掲載しております。

その他

【株主総会関連の日程の適切な設定】…【補充原則１－２③】

株主との建設的な対話の充実や正確な情報提供という観点等から、株主総会開催日等
の日程を適切に設定しております。

【株主総会関連書類の早期開示】…【補充原則１－２②】

招集通知等の株主総会関連書類を、東京証券取引所のサイトおよび当社ホームページ
に、招集通知発送日前に掲載しております。

【適確な情報提供】…【補充原則１－２①】

当社ホームページ上に、株主が株主総会において適切な判断を行うことに資すると考えら
れる情報を適宜提供しております。

【機関投資家等による議決権行使】…【補充原則１－２⑤】

信託銀行等の名義で当社株式を保有する機関投資家が株主総会における株主としての
権利行使を希望する場合には、当該信託銀行等と協議を行います。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社は、すべての市場参加者が平等に当社の開示情報を入手できるように、
ディスクロージャーポリシーを作成し、当社ホームページに掲載しております。

https://www.noritz.co.jp/company/ir/vision/disclosure.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社は、中間決算および本決算発表時に決算説明会を開催し、決算実績およ
び事業概況、今後の経営戦略等の説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページのＩＲ情報サイトに、決算短信、株主通信、適時開示資料等
を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 コーポレートコミュニケーション部にて対応しております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

【原則２－２、補充原則２－２①】

当社は、ステークホルダーの期待と要請に応えるための行動準則である「ノーリツグループ
行動基準」を制定し、国内外のグループ会社従業員にも配付し浸透を図っております。

また、コンプライアンス意識調査を毎年実施し、「ノーリツグループ行動基準」の理解度およ
び実践度を調査し、その調査結果について各部門へフィードバックして議論を促すこと等を
通じて、「ノーリツグループ行動基準」の趣旨および精神が尊重される企業風土が根付いて
いるかの検証を定期的に行っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

【原則２－３、補充原則２－３①】

【経営とサステナビリティの融合】

ノーリツグループは、社会の変化と解決すべき社会課題を認識し、事業戦略に沿った価値
を創造しています。企業価値向上に向けては、品質（Q）を最重視し、環境（E）、社会（S）、
ガバナンス（G）への取り組みを事業活動のベースとした「Q+ESG経営」を行います。これら
の取り組みを通じ、すべてのステークホルダーの笑顔と感動、すなわちグループミッション
である「新しい幸せを、わかすこと。」を実現していきます。

また、当社は、2012年12月に「国連グローバル・コンパクト」に賛同、署名しました。グロー
バル・コ ンパクトの４分野10原則やSDGs（持続可能な開発目標）に則り、社会と企業がとも

に持続的成長を果たせるよう活動を進めてまいります。SDGsの中でも、事業活動と特に関
わりの深い「No.9」（技術革新の基盤づくり）、「No.12」（つくる責任／つかう責任）、「No.13」
（気候変動対策）、「No.17」（パートナーシップ）の4つのゴールを重視し、新たな価値の提供
を目指します。

【環境への取り組み】

当社は、2009年にガス・石油機器業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受け、環境
への取り組みを継続的に強化しています。当社の製造した製品や関わった事業活動から
排出されるCO2は、日本の年間CO2総排出量の約1.6％を占めています。CO2を排出する
機器を製造・販売する企業の責任として、バリューチェーン全体を通じた地球環境保全活
動を進めています。製品を通じた低炭素社会の構築に向けては、高効率給湯機器（エコ
ジョーズ、ハイブリッド 給湯・暖房システム、エコジョーズ等）の開発と普及に積極的に取り

組むとともに、次世代エネルギーに対応した技術開発を促進し、国内で製造・販売する製
品使用時のCO2排出量を2030年までに30％削減（2018年比）することを目標に掲げていま
す。事業活動においては、「RE100」などの活動を通し、2030年までに国内事業所のCO2排
出量を50％削減（2018年比）します。さらに、2050年には、製品・事業活動ともに海外を含
むCO2排出量実質ゼロ化を目指します。CO2排出量の公表値に関しては、ビューロベリタ
スジャパンによる第三者保証を受けています。また、2022年には、「CDP」の気候変動部門
において最上位レベルのリーダーシップに位置する「A-」評価を取得しています。

その他、当社のカーボンニュートラル実現に向けた取り組みにつきましては、ホームページ
の下記サイトをご確認下さい。

https://www.noritz.co.jp/company/csr/pdf/carbon_neutral.pdf



その他

【株主の権利の確保】…【補充原則１－１①、１－１②、１－１③】

当社は、次のとおり、株主の権利を実質的に確保しています。

①株主総会における当社提案議案に対し、相当数の反対票が入った場合、反対理由や

　原因を分析し、必要に応じて株主との対話等の対応を検討します。

②株主総会決議事項を取締役会に委任するよう株主総会に提案する場合、取締役会が

　株主からの受託者責任を認識しているか、実効的なコーポレートガバナンスへの役割

　および責務が果たされているかを考慮した上で、取締役会への委任が経営判断の

　迅速性および専門性の観点から適当かどうかを判断しております。

③株主の権利行使を実質的に確保します。特に少数株主権や当社役員に対する権利の

　行使に必要な情報開示に関しては、恣意的な運用にならないようにしております。

【資本政策の基本的な考え方】…【原則１－３】

当社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、以下のと
おり、資本政策の基本方針を定めています。

①持続的な成長による企業価値向上を図るため、事業の機会を迅速かつ確実に捉える

　ことができるよう財務の健全性維持に努めます。

②配当については、2024年度から2026年度までの３カ年において、連結配当性向50％

　または連結純資産配当率（DOE）2.5%のいずれか高い額を目途とし、株主へのより積極的

　な利益還元に努めます。

③自己株式の取得については、機動的に実施を検討します。

【株主利益に影響する資本政策】…【原則１－６】

当社は、資本政策において、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす場合、既存株主
を不当に害することのないよう取締役会で当該資本政策の必要性、合理性と株主が被る
影響を審議、考慮した上で、その目的および手段を株主に適切に説明します。

【内部通報制度】…【原則２－５、補充原則２－５①】

当社は、次のとおり、当社グループ全体の内部通報制度を構築しております。

①従業員が違法もしくは不適切な行為または真摯な懸念を通報することができ、通報

　内容について客観的な検証が適切に行われるよう内部通報制度として「ノーリツホット

　ライン」を設立しております。

②通報窓口として社内通報窓口と社外通報窓口を用意しております。社内通報窓口は、

　窓口担当者に対して「ノーリツホットライン運用規程」に基づく守秘義務を課しており、

　また社外通報窓口は、外部法律事務所に設置されており、いずれの窓口も取締役

　からの独立性は高いものになっております。

③内部通報制度の運用状況については、定期的に監査等委員会に報告するとともに、

　適宜、取締役会に報告しております。

④「ノーリツホットライン運用規程」により、情報提供者の秘匿と、内部通報制度を利用

　したことを理由とする不利益取扱の禁止を明文化し、徹底しております。

【開示情報の記載内容】…【補充原則３－１①】

情報開示に当たっては定型的な記述を可能な限り避け、ステークホルダーに正確な情報を
提供することができるよう、具体的かつ明瞭な記述を行うよう努めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

【補充原則４－３④】

内部統制システム構築に関する基本方針

（１）当社グループの役員および従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　１）当社グループは、コンプライアンスを法令、定款、社内規程および社会規範等の遵守も含めた「企業倫理の遵守」と定義し、当社グループの

　　　役員および従業員を対象に「ノーリツグループ行動基準」を制定して、その遵守を図る。

　２）当社グループ全体のコンプライアンス統括責任者として企業倫理担当役員（ＣＣＯ）を選任し、コンプライアンス経営を推進する。

　３）当社グループの各部門長を責任者とし、各部門におけるコンプライアンス活動を推進し、報告を受けたコンプライアンス違反またはそのおそ

　　　れのある行為を発見した場合、法務担当部門に報告するとともに、当該行為の是正、解決を図る。

　４）当社の法務担当部門が、当社グループ全体のコンプライアンス推進・統括を担い、当社グループの役員および従業員に対する教育、各部門

　　　への指示等を行う。

　５）当社の監査担当部門が、当社グループ各部門に対しコンプライアンスの監査、有効性の評価を行い、必要に応じ取締役会および監査等委

　　　員会に報告する。

　６）当社グループは、内部通報窓口を設置し、コンプライアンスに関する疑義について当社グループの役員および従業員が情報提供・相談でき

　　　る体制を整備する。

　７）財務報告の信頼性を確保するために、財務に係る業務の仕組みを整備し、業務の改善に努める。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　１）当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録の法定作成文書をはじめ、当社委員会・会議等の各議事録、決裁書類等

　　　の取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基づいて、文書（電磁的記録を含む）により保存する。また、保存

　　　期間および保存部門は同規程において定める。

　２）当社の重要情報については、「秘密情報管理規程」に基づき、適切に管理する。

　３）当社において取り扱う個人情報については、「個人情報保護規程」に基づき、適切に管理する。

　４）当社グループが保有する情報資産については、「ノーリツグループ情報セキュリティ基本規程」に基づき、適切に管理する。

　５）当社において発生または決定した重要事実については、法令等および当社が定める「情報開示ガイドライン」に基づき判断・決定し、適時適

　　　切に開示する。

（３）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　１）当社グループは、「サステナブル委員会」等において、当社グループ全体の事業活動推進にあたって想定されるリスクについて評価し、対応
方針・具

　　　体的対策等を検討して各部門へ指示等を行う。特に、品質問題については、「品質保証委員会」において、当社グループの品質に関する重

　　　要事項について審議・決定するとともに、品質保証担当部門が当社グループ全体の品質保証業務を横断的に統括管理し、迅速・正確に問

　　　題の解決を図る。

　２）当社は、「危機管理規程」および「リスクマネジメント規程」を制定し、企業リスクの事前回避または発生時の損害最小化、戦略リスクへの適切

　　　な対応のために、全社リスク統括責任者を中心として、当社グループ全体のリスク管理体制整備の活動を推進する。

　３）当社の監査担当部門が、当社グループ各部門に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に応じ取締役会および監査等委員

　　　会に報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　１）当社は、中期経営計画等の全社的な目標を定めることにより、各部門が事業年度ごとに実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体

　　　制を整備する。

　２）経営の組織的・効率的推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた「職務権限規程」に則り、職務の適切かつ効率的な執

　　　行を実現するとともに、重要事項については取締役会および経営会議等の会議体を経て意思決定を行うことで、職務の適正性を確保する。

　３）経営の意思決定および監督、職務執行の機能を明確に分離し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の機能強化ならびに職務の効率

　　　性を確保する。

（５）当社子会社の業務の適正を確保するための体制

　１）当社は、当社子会社の取締役等の職務の執行について当社への報告が適切に行われることを目的として、当社子会社の取締役が「関係会

　　　社管理規程」「危機管理規程」等の当社社内規程に定められた重要な情報につき定期的に、また重大な事象が発生等した場合には直ちに、

　　　当社の関連当事者または関連部門に報告することができる体制を整備する。

　２）当社は、当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを目的として、「関係会社管理規程」に基づき、当社の経営企画部門

　　　によりグループ経営の運営管理制度の立案・推進を行い当社子会社の経営を支援する体制、ならびに所定の当社部門により当社子会社の

　　　業務執行に対する支援および管理を行う体制を整備する。

（６）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　１）当社は、監査等委員会よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除

　　　く）からの独立性および監査等委員から当該使用人への指示の実効性等を考慮し、適任者を選定した後、監査等委員会の承認の上で当該

　　　使用人を任命する。

　２）当社が監査等委員会の職務を補助すべき使用人を任命した場合、当該使用人への指示・命令・評価は監査等委員会が行うこととする。

　３）当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は、当社グループの経営に重大な影響をおよぼす可能性のある事

　　　項について、会議等においてまたは緊急を要する場合はその都度、監査等委員に報告する。また、監査等委員は、必要に応じいつでも、当

　　　社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）または使用人に対して報告を求めることができるものとする。

　４）当社の企業倫理担当役員は、「ノーリツホットライン運用規程」に基づき、当社グループ全体の内部通報についての調査結果を、適宜監査等

　　　委員会に報告する。当社グループは、内部通報窓口にコンプライアンス違反を通報した者に対し、通報したことを理由としたいかなる不利益

　　　な処遇、不当な処分を行わない。

　５）当社は、監査等委員が職務上必要と認める費用について、あらかじめ予算計上した上で支払うものとするが、監査等委員が緊急または臨時

　　　に支出した費用であって事後において償還を請求された場合にも、原則としてこれを負担する。



　６）当社は、監査等委員より取締役会以外のその他重要会議への出席を求められた場合および会議等の付議資料、議事録、業務執行の意思

　　　決定に関する資料、その他重要な書類の閲覧を求められた場合、これに応じる。

　７）当社は、監査等委員会より代表取締役との意見交換を求められた場合、これに応じる。また、監査等委員会が当社の監査担当部門に対して

　　　指示・報告を求めることができる体制を整備する。

（７）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　　　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの要求を断固拒否

　　　し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

【反社会的勢力排除に向けた基本方針】

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力からの要求を断固拒否

し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行いません。

【反社会的勢力排除に向けた整備状況】

（１）対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況

　当社の対応統括部署は総務法務部とし、不当要求防止責任者は企業倫理担当役員（ＣＣＯ）としております。

（２）その他

　当社は、企業防衛対策協議会に加入し、定期的に警察関係者から情報を入手するとともに会員企業との情報交換を実施しております。また、
「危機管理規程」における企業リスクの一つとして「企業脅迫」を定め、企業リスク発生時の対応フローを取り決めております。さらに「ノーリツグ
ループ行動基準」等を活用したコンプライアンス教育において、当社グループの役員および従業員への徹底を図っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

【原則１－５、補充原則１－５①】

当社は、会社の支配に関する基本方針として大規模買付ルールを導入しております。大規模買付ルールは、当社株式の大規模買付行為が実行
される前に、大規模買付者から取締役会に対する情報提供を要求し、それに基づき取締役会がその買付行為の評価・検討を行った上、それらを
踏まえて株主が適切な判断を行うために必要な一定期間が経過して初めて、大規模買付行為を開始することを認めるというものであり、取締役会
および取締役の保身を目的とするものではございません。また、取締役会の判断の客観性および合理性を担保するために、取締役会から独立し
た特別委員会も設置しており、適正な手続も確保されております。

当社は、当社株式が公開買付けに付された場合、取締役会としての考え方を速やかに開示いたします。その際には、株主の利益を尊重し、株主
が公開買付に応じることを妨げません。

当社の大規模買付ルールの詳細については、2022年2月14日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛
策）の継続について」（当社ホームページ　https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70667/91135665/4594/4c7a/aeaf/dc871a7551d0/140120
220214589802.pdf）をご参照ください。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

・コーポレート・ガバナンス体制の模式図

別紙１（参考資料）【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】をご参照ください。

・適時開示体制の概要

（１）適時開示に対する基本姿勢ならびに社内体制について

当社では、コンプライアンスへの対処として、制度上開示義務がある情報だけではなく適時に積極的に開示することとしております。また、コンプラ
イアンス確立の責任者として企業倫理担当役員(CCO)を設置しております。適時開示の社内体制としては、当該CCOである経営戦略統括本部長
が情報取扱責任者であり、重要事実のうち決定事実および発生事実についてはコンプライアンスの担当部署である総務法務部が、また決算内容
については財務部が、それぞれ情報開示取扱担当部署となっております。

（２）適時開示の判断部署および情報伝達ルートについて

・決定事実

取締役会事務局である社長室に提出された取締役会への上程申請を、適時開示の要否につき総務法務部と協議し、適時開示必要案件について
は情報取扱責任者である経営戦略統括本部長が社長に報告の上、取締役会決議後直ちに開示できるよう、総務法務部が証券取引所への開示
手続を行います。また、コーポレートコミュニケーション部は当該事案に関するニュースリリースを作成し広報手続を行います。

・発生事実

CCOである経営戦略統括本部長に報告、通知された発生事実については、その受付窓口である総務法務部にて重要事実への該当、適時開示の
要否を検討の上、経営企画部、財務部と協議し、適時開示必要案件については取締役会への上程手続を行うとともに、情報取扱責任者である経
営戦略統括本部長が社長に報告の上、取締役会決議後直ちに開示できるよう、総務法務部が証券取引所への開示手続を行います。また、コー
ポレートコミュニケーション部は当該事案に関するニュースリリースを作成し広報手続を行います。

・決算内容

決算短信、四半期決算短信については、財務部がこれを作成し、経営戦略統括本部長は取締役会への上程手続を行うとともに、情報取扱責任者
として社長にこれを報告の上、取締役会での決議後直ちに開示できるよう、財務部が証券取引所への開示手続を行います。また、コーポレートコ
ミュニケーション部は当該事案に関するニュースリリースを作成し広報手続を行います。

（３）適時開示に係る社内体制の有効性のチェック機能について

監査等委員が、取締役会において適時開示の必要性について監査・監督しております。

また、社長の直属部署である監査部が、内部監査により重要事実の適時開示についてそのプロセスも含み定期的に監査を行います。

監査結果については社長をはじめ各役員に報告し、問題点についてはその改善を指示し、改善実施状況を確認いたします。

（４）適時開示体制の模式図

別紙２（参考資料）【適時開示体制の模式図】をご参照ください。



（参考資料）【コーポレート・ガバナンス体制の模式図】 別紙１
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（参考資料）【適時開示体制の模式図】 別紙２
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（参考資料）（参考資料）（参考資料）（参考資料）【【【【取締役のスキル・マトリックス取締役のスキル・マトリックス取締役のスキル・マトリックス取締役のスキル・マトリックス】】】】 別紙３別紙３別紙３別紙３

当社は、中期経営計画をはじめとする中長期の経営戦略を立案し、達成するためには、

取締役会の実効性を確保し、事業戦略を推し進めながらも財務・非財務戦略の実行を促進、

監督する必要があると考えております。そのため、当社取締役会を構成する取締役の選任

については、個々の知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、当社取締役会の適

正人数を踏まえた上で可能な限り多様性を確保することを基本方針としております。

各取締役が保有しているスキル、および当社が各取締役に発揮を期待しているスキルは、

以下のとおりです。

※各取締役のスキル評価は、経験上保有しているスキルおよび現在の役割に照らして発揮

を期待しているスキルに●を入れております。

※「企業経営」に●を入れている取締役は、戦略推進スキルおよび経営スキルに属するす

べてのスキルについて保有または発揮を期待していますが、その中でも特に保有・期待

していると評価されるスキルに●を入れております。

※経営スキルの「社会」で求められるスキルは主に人権関連および人材育成・人材開発と

しております。「社会課題解決」の観点に基づくスキルについては、戦略推進スキルの

「マーケティング/事業企画」および経営スキルの「経営戦略」で評価しております。

環境 社会 ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

代表取締役

社⻑
腹巻　　 知 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

取締役

専務執⾏役員
廣澤　正峰 ● ● ● ● ● ● ● ●

取締役

専務執⾏役員
竹中　昌之 ● ● ● ● ● ● ● ●

取締役

常務執⾏役員
廣岡　一志 ● ● ● ● ● ●

取締役

常務執⾏役員
池田　英礼 ● ● ● ● ● ● ● ●

社外取締役 尾上　広和 ● ● ● ● ● ● ●

取締役

監査等委員
綾部　 　剛 ● ● ● ● ● ●

社外取締役

監査等委員
正木　靖子 ● ● ●

社外取締役

監査等委員
谷　　 保廣 ● ● ● ● ●

IT/DX グローバル
経営

戦略

財務/

会計

地位 氏名

性別
戦略推進スキル 経営スキル

ものづくり

ESG・サステナビリティ

企業

経営
男

性

⼥

性

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

/事業企画



（参考資料）【コーポレートガバナンス・コード対応状況表】 別紙４

補充原則 Comply Explain

― Ⅲの３．「その他」【株主の権利の確保】 ●
１－１① Ⅲの３．「その他」【株主の権利の確保】① ●
１－１② Ⅲの３．「その他」【株主の権利の確保】② ●
１－１③ Ⅲの３．「その他」【株主の権利の確保】③ ●

―
Ⅲの１．「株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み
状況」

●

１－２① Ⅲの１．「その他」【適確な情報提供】 ●

１－２②
Ⅲの１．「株主総会招集通知の早期発送」
Ⅲの１．「その他」【株主総会関連書類の早期開示】

●

１－２③ Ⅲの１．「その他」【株主総会関連の日程の適切な設定】 ●

１－２④
Ⅲの１．「議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議
決権行使環境向上に向けた取組み」
Ⅲの１．「招集通知（要約）の英文での提供」

●

１－２⑤ Ⅲの１．「その他」【機関投資家等による議決権行使】 ●
１－３． 資本政策の基本的な方針 ― Ⅲの３．「その他」【資本政策の基本的な考え方】 ●
１－４． 政策保有株式

１－４① ●
１－４② ●

― ●

１－５① ●
１－６． 株主の利益を害する可能性

のある資本政策
― Ⅲの３．「その他」【株主利益に影響する資本政策】 ●

１－７． 関連当事者間の取引
―

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則１－７　関連当事者間の取引】

●

２－１． 中長期的な企業価値向上の
基礎となる経営理念の策定

― Ⅰの１．「基本的な考え方」 ●

― ●
２－２① ●
― ●
２－３① ●
― ●

女性の活躍推進企業データ
ベース（厚生労働省）「女性の
職業生活における活躍の推
進に関する法律に基づく一般
事業主行動計画」

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/202103251616451725671_1.pdf

当社ＨＰ「ESGデータブック（社
会）」

https://www.noritz.co.jp/company/csr/pdf/esg_data_society.pd
f

― ●
２－５① ●

２－６． 企業年金のアセットオーナー
としての機能発揮

―
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

●

―

（ⅱ）
（ⅲ）
（ⅳ）
（ⅴ） 株主総会招集通知 https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_event/73_invite.pdf
３－１① Ⅲの３．「その他」【開示情報の記載内容】 ●
３－１② Ⅲの１．「招集通知（要約）の英文での提供」 ●

３－１③
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組み】

● 当社ＨＰ「サステナビリティ」 https://www.noritz.co.jp/company/csr/

― Ⅱの２．【外部会計監査人】 ●
３－２①
（ⅰ）
（ⅱ）
３－２②
（ⅰ） Ⅱの２．【外部会計監査人】②
（ⅱ） Ⅱの２．【外部会計監査人】③
（ⅲ） Ⅱの２．【外部会計監査人】④
（ⅳ） Ⅱの２．【外部会計監査人】⑤
― Ⅱの２．【取締役会および取締役】 ●

４－１①
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲】

●

４－１②
Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜中期経営計画の実現に向けた最善の
努力＞

●

４－１③ Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜後継者計画＞ ●
― ●
４－２① ●

４－２②
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則３－１③　サステナビリティについての取組み】

● 当社ＨＰ「サステナビリティ」 https://www.noritz.co.jp/company/csr/

― ●
４－３① ●
４－３② ●
４－３③ Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役の解任手続＞ ●
４－３④ Ⅳの１．【内部統制システム構築に関する基本方針】 ●
― ●
４－４① ●

４－５． 取締役・監査役等の受託者責
任

―
Ⅱの２．【取締役会および取締役】
Ⅱの２．【監査等委員会】

●

４－６． 経営の監督と執行 ― Ⅱの２．【取締役会および取締役】 ●
４－７． 独立社外取締役の役割・責務 ―

（ⅰ）
（ⅱ）
（ⅲ）
（ⅳ）
― ●
４－８① ●
４－８② Ⅱの１．【社外取締役のサポート体制】 ●
４－８③ （支配株主を有していないため対象外） ●

４－９． 独立社外取締役の独立性判
断基準及び資質

― Ⅱの１．【独立役員関係】＜独立社外役員選定基準＞ ●

― Ⅱの１．【任意の委員会】 ●

４－１０①
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則４－１０①　指名委員会・報酬委員会の権限・役割等】

●

― ●

４－１１②
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則４－１１②　取締役・監査役の兼任状況】

● 株主総会招集通知 https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_event/73_invite.pdf

４－１１③
Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則４－１１③　取締役会の実効性評価】

●

― ●
４－１２①
（ⅰ） Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞①
（ⅱ） Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞②
（ⅲ） Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞③
（ⅳ）
（ⅴ）

―
Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体
制＞

●

４－１３①
Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体
制＞①②③④

●

４－１３②
Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体
制＞⑤

●

４－１３③

Ⅱの１．【監査等委員会】＜監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の
連携状況＞
Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役による情報入手とその支援体
制＞⑥

●

― ●
４－１４① ●
４－１４② ●
― ●
５－１① ●
５－１②
（ⅰ）
（ⅱ）
（ⅲ）
（ⅳ）
（ⅴ）
５－１③ ●
―

●

５－２① ●

経営戦略や経営計画の策定・
公表

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則３－１　情報開示の充実】＜経営理念・経営計画等＞

中期経営計画「Ｖプラン２６」
（2023年12月期通期決算説
明資料内）

https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_library/assets_document/pdf_kes2024_0214reporty50.pdf.pdf

４－１３． 情報入手と支援体制

４－１４． 取締役・監査役のトレーニン
グ

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則４－１４②　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

第５章 株主との対話 ５－１． 株主との建設的な対話に関す
る方針

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

４－１２． 取締役会における審議の活
性化

Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞

●

Ⅱの２．【取締役会および取締役】＜取締役会における審議の活性化＞④

４－１１． 取締役会・監査役会の実効性
確保のための前提条件

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則４－１１①　取締役会の多様性に関する考え方等】４－１１① ●

当社ＨＰ「株主との建設的な
対話に関する方針」

https://www.noritz.co.jp/company/ir/vision/20160318.html
●

５－２．

Ⅱの１．【独立役員関係】＜独立社外取締役の役割・責務＞ ●

第４章 取締役会等の
責務

４－１． 取締役会の役割・責務（１）

４－２． 取締役会の役割・責務（２） Ⅱの１．【取締役報酬関係】

４－３． 取締役会の役割・責務（３）

４－８． 独立社外取締役の有効な活
用

Ⅱの１．【独立役員関係】＜独立社外取締役の有効な活用＞

４－１０． 任意の仕組みの活用

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則３－１　情報開示の充実】＜経営陣幹部等の選解任と取締役等の候
補を決定するの当たっての方針と手続＞

４－４． 監査役及び監査役会の役割・
責務

３－２． 外部会計監査人

●
Ⅱの２．【外部会計監査人】①

●

https://www.noritz.co.jp/company/ir/ir_library/assets_document/pdf_kes2024_0214reporty50.pdf.pdf

Ⅱの２．【監査等委員会】

中期経営計画「Ｖプラン２６」
（2023年12月期通期決算説
明資料内）

２－５． 内部通報 Ⅲの３．「その他」【内部通報制度】

第３章 適切な情報開
示と透明性の
確保

３－１． 情報開示の充実

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則３－１　情報開示の充実】

当社ＨＰ「サステナビリティ」

第２章 株主以外のス
テークホルダー
との適切な協働

●

（ⅰ）

https://www.noritz.co.jp/company/csr/

２－４． 女性の活躍促進を含む社内
の多様性の確保

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【補充原則２－４①　中核人材の登用等における多様性の確保】２－４① ●

当社株式の大規模買付行為
に関する対応方針(買収防衛
策)の継続について

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS70667/91135665/4594/4c7a/aeaf/dc871a7551d0/14012022

２－２． 会社の行動準則の策定・実践 Ⅲの３．「社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定」

２－３． 社会・環境問題をはじめとす
るサステナビリティーを巡る課

Ⅲの３．「環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施」

Ⅰの１．【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則１－４　政策保有株式】

●

１－５． いわゆる買収防衛策

Ⅴの１．「買収防衛策の有無」

参照開示情報URL
基本原則 原則

第１章 株主の権利・平
等性の確保

１－１． 株主の権利の確保

１－２． 株主総会における権利行使

―

コーポレートガバナンス・コード
コーポレートガバナンス報告書の該当箇所

対応内容
参照開示情報


